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●１クレジットカード発行枚数・契約数

（単位：万枚，万件，％）

発行枚数 前年比 契約数 前年比

平成16（2004）年 3月末 22,640 － 19,745 －

－23,502

平成17（2005）年 3月末 23,271 2.8 20,376 3.2

平成18（2006）年 3月末 24,640 5.9 21,787 6.9

平成19（2007）年 3月末 25,279 2.6 22,647 3.9

平成20（2008）年 3月末 26,479 4.7 23,672 4.5

平成21（2009）年 3月末 27,261 3.0 24,376 3.0

平成22（2010）年 3月末 27,405 0.5 24,547 0.7

平成23（2011）年 3月末 27,068 △ 1.2 23,965 △ 2.4

平成24（2012）年 3月末 26,027 △ 3.8 22,907 △ 4.4

平成25（2013）年 3月末 25,979 △ 0.2 22,781 △ 0.5

　　　同 12月末 － －

－－平成26（2014）年 3月末 26,722 2.9

1.123,755　　　同 12月末 － －

－－平成27（2015）年 3月末 25,890 △ 3.1

1.224,040　　　同 12月末 － －

－－平成28（2016）年 3月末 26,600 2.7

2.424,619　　　同 12月末 － －

－－平成29（2017）年 3月末 27,201 2.3

1.925,088　　　同 12月末 － －

－－平成30（2018）年 3月末 27,827 2.3

（注１）クレジットカード発行枚数および契約数は，平成16（2004）年3月末以降，遡って訂正している。
訂正した数字は赤字で記載している。

（注２）クレジットカード契約数は，平成25（2013）年より集計方法の見直しを行っているため，平成24（2012）
年以前の数値との連続性はない。また，平成24（2012）年以前は年度末（3月末）時点の契約数を集計し
ていたが，平成25（2013）年以降は年末（12月末）時点の契約数を集計している。
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●１クレジットカード発行枚数・契約数

１．発行枚数の考え方

家族カード等を含む全てのカード（その他の物又は番号，記号その他の符号を

含む。以下「カード」という。）発行枚数とし，退会等によって会員資格を失っ

たものや有効期限が切れた後更新を行っていないカードの数を除いた有効発行

数残高をいう。

２．契約数の定義

クレジットカードの会員契約を行っている契約数をいう。

（単位：万枚，万件，％）
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平成19（2007）年 3月末 25,279 2.6 22,647 3.9
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　　　同 12月末 － －

－－平成26（2014）年 3月末 26,722 2.9

1.123,755　　　同 12月末 － －

－－平成27（2015）年 3月末 25,890 △ 3.1

1.224,040　　　同 12月末 － －

－－平成28（2016）年 3月末 26,600 2.7

（注１）クレジットカード発行枚数および契約数は，平成16（2004）年3月末以降，遡って訂正している。
訂正した数字は赤字で記載している。

（注２）クレジットカード契約数は，平成25（2013）年より集計方法の見直しを行っているため，平成24（2012）
年以前の数値との連続性はない。また，平成24（2012）年以前は年度末（3月末）時点の契約数を集計し
ていたが，平成25（2013）年以降は年末（12月末）時点の契約数を集計している。

（出典：日本クレジット協会「クレジットカード発行枚数調査」および「日本のクレジット統計」）
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★本『指導書』をお使いの方へ★　

日本クレジットカード協会の公表数値の変更など

日本クレジット協会では，「クレジットカードの発行枚数・契約数」につき，
「一部調査対象事業者において報告すべき数値の解釈に誤解があり，その結果過大な
数値により報告がなされていたことが判明しました」として，平成26年12月26日に
統計数値を訂正しました。左記の表は，訂正後の数値です（訂正された数値＝赤字）。
『きみはリッチ？』（生徒用教材）では，平成27年1月版までは訂正前の数値を

使用していましたが，その後の版では訂正後の数値を使用しています。
また，同協会では，その後，クレジットカード契約数につき，平成25（2013）年

より集計方法の見直しを行いました。このため，平成24（2012）年以前の数値との
連続性はありません。集計時点についても変更しました。平成24（2012）年以前は
年度末（3月末）時点の契約数を集計していましたが，平成25（2013）年以降は年末
（12月末）時点の契約数を集計しています。
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使用していましたが，その後の版（平成27年10月版，平成28年12月版）では訂正後の

数値を使用しています。

例えば平成28年12月版ではp.23に「2015年3月末時点におけるわが国のクレジット

カードの発行枚数は，約2億5,890万枚に達しており，成人1人当たり2.5枚のクレジッ

トカードを保有している計算になります」と記載しています。これは訂正後の数値

を使用したものです（訂正前の数値を使用していた平成27年1月版では，この部分は

「2013年3月末時点におけるわが国のクレジットカードの発行枚数は，約3億2,352万枚

に達しており，成人1人当たり3.1枚のクレジットカードを保有している計算になりま
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（出典：日本クレジット協会「消費者信用総括表」）

，
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★本『指導書』をお使いの方へ★　
日本クレジット協会では，「クレジットカード信用供与額」につき，「一部調査対象事業者に

おいて報告すべき数値の解釈に誤解があり，その結果過大な数値により報告がなされていたこと
が判明しました」として，平成26年12月26日に統計数値を訂正しました。上記の表は，訂正後の
数値です（赤字が，訂正された数値です）。

●２ 信用供与額総括時系列表（推計）
（右頁へ続く）
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（単位：億円）

『きみはリッチ？』（生徒用教材）では，平成27年1月版までは訂正前の数値を使用していました
が，その後の版（平成27年10月版，平成28年12月版）では訂正後の数値を使用しています。すなわ
ち，「信用供与額」のグラフ（p.8）につき，平成27年1月版では，例えば2012年は約70兆円としてい
ましたが，その後の版では，訂正後の数値に基づき，2012年は約60兆円としています。

（左頁から続く）
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●３適格消費者団体（2018年12月末時点）

（認定順）

特定非営利活動法人　消費者機構日本＊

＊

＊

特定非営利活動法人　消費者支援機構関西

公益社団法人　　　　全国消費生活相談員協会

特定非営利活動法人　京都消費者契約ネットワーク

特定非営利活動法人　消費者ネット広島

特定非営利活動法人　ひょうご消費者ネット

特定非営利活動法人　埼玉消費者被害をなくす会

特定非営利活動法人　消費者支援ネット北海道

特定非営利活動法人　消費者被害防止ネットワーク東海

特定非営利活動法人　大分県消費者問題ネットワーク

特定非営利活動法人　消費者支援機構福岡

ＮＰＯ法人　　　　　消費者支援ネットくまもと

特定非営利活動法人　消費者ネットおかやま

特定非営利活動法人　佐賀消費者フォーラム

特定非営利活動法人　消費者市民ネットとうほく

特定非営利活動法人　消費者支援ネットワークいしかわ

特定非営利活動法人　消費者支援群馬ひまわりの会

特定非営利活動法人　えひめ消費者ネット

特定非営利活動法人　消費者支援かながわ

（出典：消費者庁ホームページ　https://www.caa.go.jp/）

（注）＊は特定適格消費者団体（p. 36参照）。
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●３適格消費者団体（2016年11月末時点）

（認定順）

特定非営利活動法人　消費者機構日本

特定非営利活動法人　消費者支援機構関西

公益社団法人　　　　全国消費生活相談員協会

特定非営利活動法人　京都消費者契約ネットワーク

特定非営利活動法人　消費者ネット広島

特定非営利活動法人　ひょうご消費者ネット

特定非営利活動法人　埼玉消費者被害をなくす会

特定非営利活動法人　消費者支援ネット北海道

特定非営利活動法人　消費者被害防止ネットワーク東海

特定非営利活動法人　大分県消費者問題ネットワーク

特定非営利活動法人　消費者支援機構福岡

ＮＰＯ法人　　　　　消費者支援ネットくまもと

特定非営利活動法人　消費者ネットおかやま

特定非営利活動法人　佐賀消費者フォーラム

（出典：消費者庁ホームページ　http://www.caa.go.jp/）




